
宗像地域水田農業推進協議会
【実施写真簿】

農業者名：

対応 □すき込み　□麦わらの提供（　　　　　　）☑焼却または5,000円で申請する

麦わらのすき込み

作業日

令和7年6月25日

作期１ □表麦 麦収穫後、何も作付けしない 交付対象外です

作期２ ☑裏麦 麦収穫後、水稲・大豆・高収益作物等作付けする
すき込み写真

の提出
わらの引渡 兼 受領書

ほ場地番 宗像６－７ 品種名 チクゴイズミ

作期 麦収穫後の後作は 交付有無

対応 ☑すき込み　□麦わらの提供（　　　　　　）□焼却または5,000円で申請する

麦わらのすき込み

作業日

令和7年6月25日

作期２ ☑裏麦 麦収穫後、水稲・大豆・高収益作物等作付けする
すき込み写真

の提出
わらの引渡 兼 受領書

作期 麦収穫後の後作は 交付有無

作期１ □表麦 麦収穫後、何も作付けしない 交付対象外です

令和８年度福岡県設定”麦わらの有効活用”すき込み写真簿

水田　太郎

ほ場地番 宗像１－５ 品種名 チクゴイズミ

上記の

「□すき込み □わらの提供（水田 太郎）□焼却または5,000円で申請」の

いずれかに を入れて下さい。

この枠内に『麦わらのすき込み作業中または作業後の写真』を貼り付けて

下さい。

※写真裏面に、「ほ場地番・撮影日」を必ず明記すること。

※合筆している場合、”ほ場A・B・Cは合筆”と分かるように記載して下さい。

※複数ほ場を同一日にすき込む場合は、どれか１ほ場だけの写真を貼付する。

（他ほ場は、すき込んだ日付を野帳に必ず記入すること）

※写真の提出・わらの引渡 兼 受領書の提出がない場合、すき込み・麦わら

上記の

「□すき込み □わらの提供（水田 太郎）□焼却または5,000円で申請」の

いずれかに を入れて下さい。

この枠内に『麦わらのすき込み作業中または作業後の写真』を貼り付けて

下さい。

※写真裏面に、「ほ場地番・撮影日」を必ず明記すること。

※合筆している場合、”ほ場A・B・Cは合筆”と分かるように記載して下さい。

※複数ほ場を同一日にすき込む場合は、どれか１ほ場だけの写真を貼付する。

（他ほ場は、すき込んだ日付を野帳に必ず記入すること）

※写真の提出・わらの引渡 兼 受領書の提出がない場合、すき込み・麦わら

ﾄﾞﾛｰﾝによる撮影

ﾄﾗｸﾀｰによる撮影

（記入方法）

● 作期（基幹作・二毛作）・・・1:表麦（基幹作）2:裏麦（二毛作）のいずれかに を入れる。

※作期1:表麦（基幹作）は、当交付金の対象外です。

● 作期2に した場合

1)対応・・・「□すき込み □麦わらの提供（引受者名記入のこと） □焼却または5,000円で申請す

る」のいずれかに を入れる。

● すき込み写真について

1)同一日に複数ほ場をすき込む場合、その日にすき込みをした”ほ場１筆”だけの写真を撮る。

写真を撮らなかったほ場については、農地台帳・すき込み写真簿に必ず同一日の作業日を記入す

ること。

2）写真裏面に、ほ場地番・作業日を記入

● 麦わらの提供の場合

別紙「麦わらの有効活用 わら引渡 兼 受領書」を記入（生産者・実需者双方）

● 焼却する場合

「焼却または5,000円で申請する」に を入れる。

※必要書類の提出がない場合、5,000円での申請となります。


